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「国際観光旅客税法取扱通達」新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。 

改   正   後 改   正   前 

目次 

１～７ （同左） 

８ 附則（平成30年法律第16号）第２条（特別徴収に係る国際観光旅客税

に関する経過措置）関係 

９ 附則（平成30年法律第16号）第６条（日本国とアメリカ合衆国との間

の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本

国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の

臨時特例に関する法律の一部改正）関係 

10 附則（平成30年法律第16号）第９条（租税特別措置法の一部改正）関

係 

11 附則（令和８年法律第12号）第22条（国際観光旅客税法の一部改正に

伴う経過措置）関係 

（削 除） 

 

１～４ （省略） 

 

５ 第15条（税率）関係 

 

（「出国一回につき」の意義） 

国際観光旅客税は、国際船舶等による本邦からの出国に対して課され

るものであるから、例えば、クルーズ船により本邦の港から出国し、外国

の港に寄港後、再び本邦の他の港に寄港して出国する場合など、同一の者

が２回出国した場合には、その出国ごとに、国際観光旅客税が課されるこ

ととなるので留意する。 

目次 

１～７ （同左） 

８ 附則第２条（特別徴収に係る国際観光旅客税に関する経過措置）関係 

 

９ 附則第６条（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保

障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

の一部改正）関係 

10 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

 

（新 設） 

 

11 様式 

 

１～４ （同左） 

 

５ 第15条（税率）関係 

 

（「出国一回につき」の意義） 

国際観光旅客税は、国際船舶等による本邦からの出国に対して課され

るものであるから、例えば、クルーズ船により本邦の港から出国し、外国

の港に寄港後、再び本邦の他の港に寄港して出国する場合など、同一の者

が２回出国した場合には、その出国ごとに、千円の国際観光旅客税が課さ

れることとなるので留意する。 

別紙１ 
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改   正   後 改   正   前 

 

６・７ （省略） 

 

８ 附則（平成30年法律第16号）第２条（特別徴収に係る国際観光旅客税に

関する経過措置）関係 

 

９ 附則（平成30年法律第16号）第６条（日本国とアメリカ合衆国との間の

相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国に

おける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特

例に関する法律の一部改正）関係 

 

10 附則（平成30年法律第16号）第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

 

１～３ （省略） 

 

（大使等が免税で出国する場合の手続） 

４ 租特法第90条の16第１項の規定により大使等が免税で出国する場合

に必要な手続は、次による。 

⑴ 大使等は、外務省に対して租特規則第40条の８第１項に規定する

証明書として別紙様式１「免税カード」の交付申請を行い、当該免税

カードの交付を受ける。 

⑵ 大使等は、当該免税カードを国際旅客運送事業を営む者に提示（旅

行業者等を経由する場合を含む。）するとともに、租税特別措置法施

行令（昭和32年政令第43号）（以下「租特令」という。）第51条の６

第１項に規定する書類である別紙様式２「外国公館等用国際観光旅

客税免税出国表」に必要事項を記載して、当該出国表を当該国際旅客

運送事業を営む者に提出（旅行業者等を経由する場合を含む。）する。 

 

６・７ （同左） 

 

８ 附則第２条（特別徴収に係る国際観光旅客税に関する経過措置）関係 

 

 

９ 附則第６条（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障

条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地

位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部

改正）関係 

 

10 附則第９条（租税特別措置法の一部改正）関係 

 

１～３ （同左） 

 

（大使等が免税で出国する場合の手続） 

４ 租特法第90条の16第１項の規定により大使等が免税で出国する場合

に必要な手続は、次による。 

⑴ 大使等は、外務省に対して租特規則第40条の８第１項に規定する

証明書として別紙様式15「免税カード」の交付申請を行い、当該免税

カードの交付を受ける。 

⑵ 大使等は、当該免税カードを国際旅客運送事業を営む者に提示（旅

行業者等を経由する場合を含む。）するとともに、租税特別措置法施

行令（昭和32年政令第43号）（以下「租特令」という。）第51条の６

第１項に規定する書類である別紙様式16「外国公館等用国際観光旅

客税免税出国表」に必要事項を記載して、当該出国表を当該国際旅客

運送事業を営む者に提出（旅行業者等を経由する場合を含む。）する。 
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改   正   後 改   正   前 

 

（国賓等が免税で出国する場合の手続） 

５ 租特法第90条の16第２項の規定により国賓等が免税で出国する場合

に必要な手続は、次による。 

⑴ 国賓等は、在外公館又は外務省から、租特規則第40条の８第３項に

規定する本邦から出国する者が国賓等に該当することを在外公館の

長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類である別紙様式３

「国際観光旅客税免税に関する国賓等証明書」の交付を受ける。 

⑵ 国賓等は、当該証明書を国際旅客運送事業を営む者に提出（旅行業

者等を経由する場合を含む。）する。 

 

６ （省略） 

 

11 附則（令和８年法律第12号）第22条（国際観光旅客税法の一部改正に伴

う経過措置）関係 

 

（「令和８年７月１日前に締結された運送契約」の意義） 

１ 所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号。以下「令和

８年改正法」という。）附則第22条第１項に規定する「令和８年７月１

日前に締結された運送契約」に該当するかどうかは、国際観光旅客等と

国際旅客運送事業を営む者との間における運送契約が成立した日を基

準に判断する。 

したがって、国際観光旅客等が、旅行業者等との間で旅行契約を締結

した場合における当該契約日とは異なることに留意する。 

 

（「出国の日を定めた」の意義） 

２ 令和８年改正法附則第22条第１項に規定する「令和８年７月１日前

 

（国賓等が免税で出国する場合の手続） 

５ 租特法第90条の16第２項の規定により国賓等が免税で出国する場合

に必要な手続は、次による。 

⑴ 国賓等は、在外公館又は外務省から、租特規則第40条の８第３項に

規定する本邦から出国する者が国賓等に該当することを在外公館の

長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類である別紙様式17

「国際観光旅客税免税に関する国賓等証明書」の交付を受ける。 

⑵ 国賓等は、当該証明書を国際旅客運送事業を営む者に提出（旅行業

者等を経由する場合を含む。）する。 

 

６ （同左） 

 

（新 設） 
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改   正   後 改   正   前 

に本邦からの出国の日を定めたもの」とは、同日前に締結された運送契

約において具体的な出国の日を定めたものをいうのであるから、例え

ば、次のような場合にはこれに該当しないのであるから留意する。 

⑴ いわゆるオープンチケットや回数券のように、出国日を定めずに

運送契約を締結し令和８年７月１日以後に出国日を定める場合 

⑵ 令和８年７月１日以後に出国日を変更する場合 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 様式 

国際観光旅客税に関する届出等の様式については、別紙のとおり定め

たのでこれにより取り扱われたい。 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式１  

 

国 際 旅 客 運 送 事 業 に 係 る 異 動 届 出 書 
 

         収受印 

 

 

※税務署整理欄 

整理番号 
 番 号 

確 認 

 確認書類 
 個人番号カード／ 

 通知カード・運転免許証 

 その他（          ） 

 

 
入力整理 

 
原簿整理 

 
身 元 
確 認 

□ 済 
 

□ 未済 

 

  注意 １ この届出書は、納税地、氏名又は名称、代表者氏名、国際旅客運送事業を行う出入国港に異動があったとき 

に提出してください。 

２ 納税地の異動があった場合には、この届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出してください。 

３ 異動事項に係る欄について書ききれない場合には、適宜別紙を使用してください。 

４ 個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しないなど、 

個人番号の取扱いには十分にご注意ください。 

５ ※欄は、記載しないでください。 

  

      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

        税務署長殿 

届 

 

出 

 

者 

（住所又は居所)(〒      －        ） 

 

 

                                 （電話番号      －      －       ） 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 

 

                                                                 

（個人番号又は法人番号） 
     ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             

納 税 地 

（納税地異動の場合 

は異動後の納税地） 

 

  

 

 

（開始届出年月日） 

                年          月          日 

（異動の生じた日） 

                年          月          日 

    

下記のとおり異動がありましたので、国際観光旅客税法        の規定により届出します。 

異 動 事 項 異 動 前 異 動 後  

 

 

 

 

 

 

  

参考事項 

  

第 12 条 

第 19 条第３項 

税

務

署

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式２ 

 

国 際 観 光 旅 客 税 過 誤 納 額 還 付 請 求 書 
 

 

     年    月    日 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

税務署長殿 

 

還 

 

付 

 

請 

 

求 

 

者 

（住所又は居所）(〒      －        ) 
 
 
 
 
                              （電話番号  －   －   ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
 
 
                                                           

（個人番号又は法人番号） 

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             

             

 
     下記のとおり国際観光旅客税の過誤納額の還付を請求します。 

還 付 を 受 け よ う 
と す る 過 誤 納 額 

             納 付 年 月 日 及 び 納 付 金 額 

  納 付 年 月 日 納 付 月 分 納 付 金 額 

円  

      年    月    日 年   月分  

 円  
 

過 
誤 
納 
と 
な 
っ 
た 
理 
由 

  
 
 

還と 

付す 

をる 

受金 

け融 

よ機 

う関 

（銀行等への振込） 
             銀      行         本店・支店 
             金庫・組合         出 張 所 
             農協・漁協         本所・支所 
                                 
         預金  口座番号          

（ゆうちょ銀行の貯金口座への振込） 

 貯金口座の 

 記 号 番 号       －           

 （郵便局等の窓口受取り） 
 
                      

参 

考 

事 

項 

 

 

※
税
務
署
整
理
欄 

整理 

番号 
通信日付印 年  月  日  

確

認 
 

入

力 
 

起案    年  月  日 決 
 

裁 

署  長 副署長 統括官 担当者 確認者 

     

決裁    年  月  日 

番号 

確認 
 

身元 

確認 
□ 済 
□ 未済 

確認書類 
個人番号カード／通知カード・運転免許証 
その他 （           ） 

            

            

注意 １ 過誤納が生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付してください。 

２ ※欄は、記載しないでください。 

収受印 

税

務

署

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
紙

様
式

３

提 出 者

出
入

国
港

コ
ー

ド
出

入
国

港
の

名
称

　
下

記
の

と
お

り
国

際
観

光
旅

客
税

法
第

1
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
し

ま
す

。

電 話

（
）

③
非
課

税
対
象

人
員
（

人
）

④
免

税
対
象

人
員

（
人
）

⑤
そ

の
他
課

税
  
 
 し

な
い
人
員

（
人

）
⑥
課

税
対
象

人
員

（
人
）

（
①
－

②
－

③
－
④

－
⑤

）

住
所

又
は

居
所

（
フ

リ
ガ

ナ
）

税 務 署 提 出 用

提
出

年
月

日

①
旅

客
の

人
員

（
人

）

（
フ

リ
ガ

ナ
）

局 番

通
信

日
付

印
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

日

確
認

税 務 署 整 理 欄

年
月

日

＿
＿

＿
税

務
署

長
＿
殿

確
認

書
類

身
元

確
認

個
人

番
号

カ
ー

ド
／

通
知

カ
ー

ド
・

運
転

免
許

証

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）日

氏
名

又
は

名
称

及
び

代
表

者
氏

名

納
税

地

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

提
出

区
分

新
規

=
1
　

追
加

=
2

訂
正

=
3

□
　

済
□

　
未

済

収
　

受
　

印

※
　

個
人

番
号

の
記

載
に

当
た

っ
て

は
、

左
端

を
空

欄
と

し
て

く
だ

さ
い

。

整
理

番
号

番

月

順
　

号

番
号

確
認

同
上

代
理

人

年

年

②
国
際

観
光
旅

客
等

に
  
該

当
し

な
い
人

員
（

人
）

合
計

（
人

数
及

び
税

額
）

参
考

事
項

月
分

　
国

際
観

光
旅

客
税

の
計

算
書

電 話

（
）

（
〒

＿
＿

＿
＿

－
＿

＿
＿

＿
）

局

（
単
位
：

千
円

）
税

額
（

⑥
×
1
,0
0
0円

）
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式４ 

 

国際旅客運送事業開始・休止・廃止届出書 
         収受印 
 

  
     年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        税務署長殿 

 届 

 

 

 出 

 

 

 者 

（住所又は居所)(〒      －        ） 
 
 
                                 （電話番号      －      －       ） 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 
                                                                 
 

（個人番号又は法人番号） 

    ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             

   下記のとおり国際観光旅客税法第19条第    項の規定により届出します。 

納 税 地 
 

 

開 始 の 

年 月 日 

（国際旅客運送事業を開始した日又はその開始予定日） 

     年    月    日 

（国内に事務所等を有することとなった日） 

    年    月    日 

休止、廃止 

の年月日・ 

期 間 

（休止期間） 
       年    月    日 

       年    月    日 

（廃止年月日） 

       年    月    日 

 □国際旅客運送事業の廃止 

 □国内にある事務所等の廃止 

 

 休止、廃止 

 の  理  由 

 

国際旅客運

送事業にお

いて使用す

る出入国港 

所在地 名称  ※書きき 

 れない場 

 合には、 

 適宜別紙 

 を使用 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

参考事項 

 

  

  
 ※税務署 
 

整理欄 

整理番号 
 番 号 

確 認 
  確認書類 

 個人番号カード／通知カード・運転免許証 

その他（               ） 

 

入力整理  原簿整理  身 元 

確 認 
□ 済 

□ 未済 
 
   注意 １ 不要な文字は二重線で、不要の欄は斜線で抹消してください。 

２ 「開始届出書」として提出する場合には、「国際旅客運送事業を開始した日又はその開始予定日」欄又は 

「国内に事務所等を有することとなった日」欄の該当するいずれかにその日付を記載してください。 

 ３ 個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しないなど、 

 個人番号の取扱いには十分にご注意ください。 

     ４ ※欄は、記載しないでください。 

税

務

署

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式５ 

 

国際旅客運送事業の承継の届出書 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

        税務署長殿 

届 

 

 

出 

 

 

者 

（住所又は居所)(〒      －        ） 

 

 

                                 （電話番号      －      －       ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名) （フリガナ） 

 

                                                                 

（個人番号又は法人番号） 

     ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

             

下記のとおり、相続（法人の合併）により、国際旅客運送事業を承継しましたので、 

 

国際観光旅客税法第19条第    項の規定により届出します。 

被 相 続 人 

（住  所)(〒      －        ） （氏  名）（フリガナ）  （続  柄） 

（被相続人がした国際旅客運送事業の開始年月日） 

    

                   年          月          日 

（相続開始年月日） 

 

                年          月          日 

被合併法人 

（住  所)(〒      －        ） （名  称）（フリガナ） 

（被合併法人がした国際旅客運送事業の開始年月日） 

    

                   年          月          日 

    

（合併登記年月日） 

 

                年          月          日 

摘 

 

 

要 

 

※
税
務
署
整
理
欄 

承 継 人 の 

整 理 番 号 
 

通 信 

日付印 
年  月  日

番号 

確認 
 

確認書類 

 個人番号カード／ 

 通知カード・運転免許証 

 その他（         ） 

整 理 番 号  確 認  入 力  
身元 

確認 
□ 済 

□ 未済             

注意 １ 不要の文字は二重線で、不要の欄は斜線で抹消してください。 

２ 承継の事実を証する書類を添付してください。 

３ 個人事業者の方がこの届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しない 

など、個人番号の取扱いには十分にご注意ください。 

４ ※欄は、記載しないでください。 

 

 

収受印 
税

務

署

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式６ 
 

 

 収受印 

国際観光旅客税納税地特例承認申請書 

 

 
      年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          税関長殿 

 

 
 申 
  
 
 
 
 請 
 
 
 
 
 者 

 （住所又は居所)(〒      －        ） 
 
 
 
                                   （電話番号      －      －       ） 

 

 （氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 
 
                                                                   
 

（納税管理人） 

 

                                                                   
 
                                   （電話番号      －      －       ） 

 
   下記のとおり国際観光旅客税法第13条第１項ただし書の規定による承認を受けたいので申請します。 

納 税 地 と し て 承 認 を 
 
 

受 け よ う と す る 場 所 

 （所在地)(〒      －        ）    （電話番号      －      －       ） 

 （名  称）(フリガナ) 

上記場所を納税地とする 

ことを便宜とする事情 

 

納 税 地 特 例 承 認 に 
 
 

よ り 納 税 地 で な く 
 
 

な る 出 入 国 港 

所 在 地 名 称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

参 考 事 項 

 

 
 ※  上記の申請について、      年    月    日を適用日として、国際観光旅客税法第13条第１項ただし書の 

規定による承認をします。 
 
      
 
             年      月      日 
                                                税関長                           印  

 
注意  １  この申請書は、２通提出してください。 

２  この用紙の欄に記載しきれないときは、適宜別紙に記載してください。 

３  ※欄は、記載しないでください。 

税

関

提

出

用

（
２
通

提

出

） 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式７ 

国際観光旅客税納税地特例不適用届出書 
 

 

※税関整理欄 整理番号  通信日付印 年  月  日  確
認  入

力  

注意 ※欄は、記載しないでください。 

 
      年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
  税関長殿 

 
届 
 
 
 

出 
 
 
 

者 

（住所又は居所）(〒      －        ) 
 
 
 
                                   （電話番号      －      －       ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名）(フリガナ) 
 
 
                                                                   

（納税管理人） 

 

                                                                   

                                   （電話番号      －      －       ） 

 
   下記のとおり国際観光旅客税法施行令第６条第４項の規定により届出します。 

納 税 地 と し て 承 認 を 
 

受 け て い る 場 所 

（所在地） 

承認年月日及び承認番号 

 
 
                年      月      日              
 

不 適 用 年 月 日 

 
 
                年      月      日 

納税地特例の適用を受ける 
 

必要がなくなった理由 

 

参 考 事 項 

 

収受印 

税

関

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式８ 

 

国 際 観 光 旅 客 税 過 誤 納 額 還 付 請 求 書 
 

 

     年    月    日 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

税関長殿  

 

還 

 

付 

 

請 

 

求 

 

者 

（住所又は居所）(〒      －        ) 
 
 
 
 
                              （電話番号  －   －   ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
 
 
                                                           

（納税管理人） 

 

 

 

（電話番号  －   －   ）    

 
     次のとおり国際観光旅客税の過誤納額の還付を請求します。 

還 付 を 受 け よ う 
と す る 過 誤 納 額 

             納 付 年 月 日 及 び 納 付 金 額 

  納 付 年 月 日 納 付 月 分 納 付 金 額 

円  

      年    月    日 年   月分  

 円  
 

過 
誤 
納 
と 
な 
っ 
た 
理 
由 

  
 
 

還と 

付す 

をる 

受金 

け融 

よ機 

う関 

（銀行等への振込） 
             銀      行         本店・支店 
             金庫・組合         出 張 所 
             農協・漁協         本所・支所 
                                 
         預金  口座番号          

（ゆうちょ銀行の貯金口座への振込） 

 貯金口座の 

 記 号 番 号       －           

 （郵便局等の窓口受取り） 
 
                      

参 

考 

事 

項 

 

 

※税関整理欄 整理番号 通信日付印 年  月  日 
確

認 
 

入

力 
 

注意 １ 過誤納が生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付してください。 

２ ※欄は、記載しないでください。 

収受印 

税

関

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
紙

様
式

９

提 出 者

出
入

国
港

コ
ー

ド
出

入
国

港
の

名
称

①
旅

客
の

人
員

（
人

）

（
フ

リ
ガ

ナ
）

住
所

又
は

居
所

（
フ

リ
ガ

ナ
）

氏
名

又
は

名
称

及
び

代
表

者
氏

名

納
税

地

②
国
際

観
光
旅
客
等

に
  
該
当
し

な
い
人
員
（

人
）

税 関 提 出 用
局 番

③
非
課
税

対
象
人
員
（
人

）
④
免
税
対

象
人
員
（
人

）
⑤
そ

の
他
課
税

  
  
し
な

い
人
員
（
人

）
⑥
課
税
対
象
人

員
（
人
）

（
①
－
②
－
③

－
④
－
⑤
）

税 関 整 理 欄

納
税

管
理

人

　
下

記
の

と
お

り
国

際
観

光
旅

客
税

法
第

1
7
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
し

ま
す

。

年
月

日

＿
＿
＿

税
関
長

＿
殿

通
信

日
付

印
　
　
　
　

　
年
　
　

　
　
　
　
月

　
　
　
　

　
　
日

確
認

電 話

（
）

税
額
（
⑥

×
1,
0
00
円
）

（
単
位

：
千
円
）

月
提

出
年

月
日

提
出

区
分

新
規

=
1
　

追
加

=
2

訂
正

=
3

順
　
号

日
年

収
　

受
　

印

年

合
計

（
人

数
及

び
税

額
）

参
考

事
項

局 番

月
分

　
国
際

観
光

旅
客

税
の

計
算

書

電 話

（
）

（
〒

＿
＿

＿
＿

－
＿

＿
＿

＿
）

整
理

番
号
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式11  

 

国 際 旅 客 運 送 事 業 に 係 る 異 動 届 出 書 
 

          収受印 

 

 
※税関整理欄 整理番号 

 

通信日付印 年  月  日  
確

認 

 
入

力 

 
 

  注意 １ この届出書は、氏名又は名称、代表者氏名、国際旅客運送事業を行う出入国港に異動があったときに提出 

      してください。 

２ 異動事項に係る欄について書ききれない場合には、適宜別紙を使用してください。 

３ ※欄は、記載しないでください。 

  

     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

         税関長殿 

届 

 

出 

 

者 

（住所又は居所)(〒      －        ） 

 

 

                                 （電話番号      －      －       ） 

 

（氏名又は名称及び代表者氏名)(フリガナ） 

 

 

                                                                  

（納税管理人） 
 

    
   

（電話番号      －      －       ）   

 

納 税 地 

 

 

（開始届出年月日） 

                年          月          日 

（異動の生じた日） 

                年          月          日 

   

下記のとおり異動がありましたので、国際観光旅客税法第20条第３項の規定により届出します。 

異 動 事 項 異 動 前 異 動 後 

 

 

 

 

 

 

  

参考事項 

 

税

関

提

出

用 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 
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改   正   後 改   正   前 

 （削 除） 
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改   正   後 改   正   前 
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改   正   後 改   正   前 
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改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


